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施行日：平成２６年４月２５日 

改正日：令和８年３月２６日 

 

低燃費タイヤに関する試験方法及び表示方法に関する運用基準 

 

タイヤ公正取引協議会 

 

第１章 試験方法等の基準に関わる定義等 

１．対象とする表示 

製造業者等が自社タイヤの転がり抵抗性能及びウェットグリップ性能について行

う、後記第２章で規定する等級（グレーディング）及び「低燃費タイヤ」に関連し

た表示とする。 

  

２．対象とするタイヤの種類 

以下に定める市販用のタイヤ（スタッドレスタイヤとして販売されるタイヤを除

く。）とする。 

（１）乗用車用タイヤ 

主に乗用車に装着されるために設計されたタイヤ。 

（２）小型商用車用タイヤ（軽トラック用タイヤ及び小形トラック用タイヤ） 

主に商用車に装着されるために設計された速度記号Ｎ以上の商用車用タイヤで

あって、タイヤ単輪でのロードインデックス（以下「LI」という。）が 121 以下

のもの又は速度記号及び LI を持たないタイヤで JATMA、ETRTO 等の参照規格に

て定められている単輪使用の最大負荷能力が 1,499kg 以下のもの。 

 

３．試験条件 

試験項目により特に指定があるものを除き、試験条件は次のとおりとする。 

（１）試験タイヤ 

量産品で、かつ、原則摩耗していないもの（ならし走行によるものはこの限り

ではない。）を使用する。 

（２）試験方法 

国際標準化機構（ISO）が該当する国際規格において定める試験方法、同試験

法に準拠する日本産業規格（JIS)に定める試験方法、又は国際連合欧州経済委員

会のタイヤに係る協定規則第 117 号（UN R117）に定める試験方法に従う。 

（３）テストドライバー 

利害関係のないプロドライバーが望ましいが、社内のテストドライバーでも可

とする。 

（４）転がり抵抗係数 

転がり抵抗係数を求める際には、その測定のために用いる試験機と一般社団法

人日本自動車タイヤ協会が定める基準試験機の間の整合化（アライメント化）を

行った上で換算しなければならない。 
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４．試験の公正、正確性の確保 

試験担当者は、試験の方法及び条件、並びに試験結果の算出等については、定め

られた試験法に従うものとする。また、製造業者等は、タイヤの表示に関する公正

競争規約施行規則（以下「施行規則」という。）第 11 条第８項に規定する本基準の

遵守について責任を有する者に本基準の実施について管理を徹底させる。 

タイヤ公正取引協議会（以下「公取協」という。）は、施行規則第 11 条第８項の規

定に基づく届出のあった試験に関するデータを公取協のウェブサイトにて一般消費

者向けに公開するものとする。 

 

第２章 適正な表示方法等 

１．等級（グレーディング）の定義 

転がり抵抗係数とウェットグリップ性能の値を等級（グレーディング）で表示す

る場合は、第１章で定める試験により算出された値（ウェットグリップ性能につい

ては、これに 100 を乗じて得た数値）に応じ、乗用車用タイヤにあっては下記（１）

の、小型商用車用タイヤにあっては下記（２）の、それぞれ該当する等級区分に従

わなければならない。 

 

（１）乗用車用タイヤ 

転がり抵抗係数（RRC）  ウェットグリップ性能（G） 

数値区分 等級区分  数値区分 等級区分 

RRC≦6.5 ＡＡＡ  155≦Ｇ ａ 

6.6≦RRC≦7.7 ＡＡ  140≦Ｇ≦154 ｂ 

7.8≦RRC≦9.0 Ａ  125≦Ｇ≦139 ｃ 

9.1≦RRC≦10.5 Ｂ  110≦Ｇ≦124 ｄ 

10.6≦RRC≦12.0 Ｃ    

 

（２）小型商用車用タイヤ 

転がり抵抗係数（RRC）  ウェットグリップ性能（G） 

数値区分 等級区分  数値区分 等級区分 

RRC≦5.5 ＡＡＡ  140≦Ｇ ａ 

5.6≦RRC≦6.7 ＡＡ  125≦Ｇ≦139 ｂ 

6.8≦RRC≦8.0 Ａ  110≦Ｇ≦124 ｃ 

8.1≦RRC≦9.0 Ｂ  95≦Ｇ≦109 ｄ 

9.1≦RRC≦10.5 Ｃ    

 

２．低燃費タイヤの定義 

「低燃費タイヤ」及びこれに類する用語（例えば「省燃費タイヤ」、「燃費でエコ

タイヤ」）（以下これらを「低燃費タイヤ」等という。）を表示する場合は、第１章で

定める試験により算出された転がり抵抗性能（転がり抵抗係数）の等級がＡ以上で

あり、かつ、ウェットグリップ性能の等級がｄ以上のものでなければならない。 
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３．試験結果の絶対値表示 

転がり抵抗係数及びウェットグリップ性能の絶対値を表示する場合は、前記１に

用いた値を表示しなければならない。 

 

４．低燃費タイヤに関する適正な表示方法及び情報提供等 

（１）適正な表示方法 

事業者は、低燃費タイヤに該当しないタイヤについて「低燃費タイヤ」等と

表示することはできない。また、一部サイズが低燃費タイヤに該当しないタイ

ヤについて、全サイズがあたかも低燃費タイヤであるかのように表示すること

により、一般消費者に低燃費タイヤであると誤認させる表示はできない。 

（２）低燃費タイヤである旨の表示 

事業者は、低燃費タイヤである旨について表示する場合は、原則として、

乗用車用タイヤにあっては下図①により、小型商用車用タイヤにあっては下

図②により表示するものとする（下図①及び②は転がり抵抗係数が A、ウェ

ットグリップ性能がｄの場合の例であり、表示対象とするタイヤの等級区分

に応じ、文字が白抜きの部分を変更する。） 

表示スペースに余裕がない場合は図表の一部を省略し、又は文字のみで表

示することができる（例えば、低燃費タイヤ統一マークのみの表示、「低燃費

タイヤ」との文字、「AAA-ｂ」との文字）。 

なお、低燃費タイヤに該当しないタイヤについて、「低燃費タイヤ」等や、

ラベリング制度の図表に類似する表示を行うことにより、一般消費者に低燃

費タイヤであると誤認させる表示はできない。 

 

①  乗用車用タイヤ 

              ∥   高 ←       低燃費への寄与     ∥ 

        ∥   低燃費タイヤ  ∥非低燃費タイヤ∥ 

 

 

 

 

 

              ∥ 高← 濡れた路面のグリップ力   ∥ 
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②  小型商用車用タイヤ 

              ∥   高 ←       低燃費への寄与     ∥ 

        ∥   低燃費タイヤ  ∥非低燃費タイヤ∥ 

 

 

 

 

  

小型商用車用タイヤの基準による 

              ∥ 高← 濡れた路面の 

 

（３）低燃費タイヤに該当しないタイヤの表示 

事業者は、低燃費タイヤに該当しないタイヤについて、転がり抵抗係数及

びウェットグリップ性能を表示する場合は、原則として、乗用車用タイヤに

あっては下図①により、小型商用車用タイヤにあっては下図②により表示す

るものとする（下図①及び②は転がり抵抗係数が B、ウェットグリップ性能

がｂの場合の例であり、表示対象とするタイヤの等級区分に応じ、文字が白

抜きの部分を変更する。） 

表示スペースに余裕がない場合は図表の一部を省略し、又は文字のみで表 

示することができる（例えば、「Ｂ-ｂ」との文字）。 

 

①  乗用車用タイヤ 

    ∥   高 ←       低燃費への寄与     ∥ 

         ∥   低燃費タイヤ  ∥非低燃費タイヤ∥ 

 

 

 

 

 

∥ 高← 濡れた路面のグリップ力   ∥ 

 

②  小型商用車用タイヤ 

    ∥   高 ←       低燃費への寄与     ∥ 

         ∥   低燃費タイヤ  ∥非低燃費タイヤ∥ 

 

 

 

 

 

小型商用車用タイヤの基準による 

∥ 高← 濡れた路面のグリップ力   ∥ 
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（４）普及促進 

事業者は、本運用基準に基づく表示の普及促進のため、製造業者等はウェ

ブサイト、カタログ等において、販売業者は小売店舗でポスター等の印刷物

や口頭等により、同制度の趣旨の他、特に次の事項について情報提供に努め

ること。 

ア．「転がり抵抗」の低減が自動車の燃費に寄与するものであるため、転が

り抵抗性能は低燃費を示すものであり、「ウェットグリップ性能」は、

一般的には転がり抵抗性能と密接な関係であり、安全性の面からもウェ

ットグリップ性能を一般消費者に適切に伝えることが重要であるので、

併せて表示している旨 

イ．「転がり抵抗性能」、「ウェットグリップ性能」は一般的ではないので、

その性能の内容 

 

第３章 試験結果の届出及び試験の立会い 

試験結果の公取協への届出及び公取協による試験への立会いについては、施行規則

第 11条第８項（試験に関するデータ（試験条件、試験結果の絶対値等）に、当該デー

タが公正かつ正確であることを証明する旨を記載した書面を添付して公取協に届け出

なければならない。）及び第９項（公取協は、比較表示に係る試験方法等の基準に基づ

き試験を実施していることを確認するための立会いができる。）の規定による。 

 

附 則 

この運用基準の変更は、タイヤの表示に関する公正競争規約施行規則 第 16 条第 2 

項の規定に基づき消費者庁長官及び公正取引委員会に届出のあった日の翌日から施行す

る。 

 


